
令和８年５月２８日 

会員 各位 

一般社団法人日本病院薬剤師会 

 

 

専門薬剤師・認定薬剤師の認定審査・更新審査に係る取扱いについて 

（Q&A）の改定について 

 

 

 

平素より日本病院薬剤師会にご高配を賜りまして御礼申し上げます。 

専門薬剤師・認定薬剤師の更新の保留の取り扱いについては、専門薬剤師・認定薬剤師

の認定審査・更新審査に係る取扱いについて（Q&A）おいて、中断期間の上限を最長３年

間と定めているところです。 

今般、近年の育児休業制度の拡充や、研究、介護、病気療養といった多様なライフイベ

ントに直面する状況を踏まえ、現行の３年間という枠組みでは、専門性を維持しながらキ

ャリアを継続することが困難な事例が生じているため、次のとおり令和８年５月２３日付

で専門薬剤師・認定薬剤師の認定審査・更新審査に係る取扱いについて（Q&A）で、更新

保留の中断期間を、現行の「最長３年間」から「最長５年間」へと延長しました。 

また、従来より定めている行政機関等への人事異動による中断期間「最長５年間」とも

整合性を図り、Q&A の＜質問３３＞と＜質問３４＞を統合しましたので、ご確認ください

ますようお願い申し上げます。 

 

 

＜専門薬剤師・認定薬剤師の認定審査・更新審査に係る取扱いについて（Q&A）変更点＞ 

 

＜ 質問３３＞ 

 専門薬剤師・認定薬剤師の更新において、更新の保留には、どのようなものが認めら

れるでしょうか。 

 

【 回答 】 

 海外留学、出産・育児・病気・介護等による休職・退職、行政機関や専門的業務を行う

ことが出来ない他の医療機関への人事異動等の理由により勤務が中断した場合に限り、最

長３５年間（行政機関等への人事異動の場合は、次問参照。）更新を保留することが認め

られます。ただし、保留期間中は、専門薬剤師・認定薬剤師を呼称することはできませ

ん。 

保留をする場合は、本来の認定期間満了年度の更新申請受付期間ではなく、実際に更新

申請する際に、中断期間、中断した理由、勤務が中断したことにより満たすことができな

かった項目、所属長による証明などを記載した説明文書（書式自由）、辞令文書（行政機

関等への人事異動の場合のみ）を添付して下さい。認定審査委員会で、保留の可否につい

て個別に審査いたします。 

 



また、更新審査においては更新条件を満たした期間が認定期間開始日から通算して５年

間必要となります。ただし、「認定期間中継続して、日本病院薬剤師会の会員であるこ

と。ただし、別記１に定める団体のいずれかの会員であればこれを満たす。」について

は、いずれも認定期間開始日から更新申請日までの全期間満たしている必要があります。 

なお、保留期間を含め、認定期間満了後３５年間以内に更新申請し認定を受けられなか

った場合は認定を喪失しますので、ご留意下さい。 

 

例：令和５年９月３０日に認定期間が満了し、令和８１０年度までに更新の認定を受け

られなかった場合は資格を喪失します。各年度の更新申請については、認定薬剤師は６月

に、専門薬剤師は１２月に案内を行いますので、申請期間等について十分ご留意下さい。 

 

 

【参 考】 

令和６年１２月２６日付、日病薬発第２０２４－１７９号 

専門薬剤師・認定薬剤師の認定審査・更新審査に係る取扱いについて  （＆Ａ））一部抜粋 

 

〔１１〕「更新の保留」及び「更新申請」に係る取扱いについて 

 

＜ 質問３３＞ 

 専門薬剤師・認定薬剤師の更新において、更新の保留には、どのようなものが認めら

れるでしょうか。 

 

【 回答 】 

 海外留学、出産・育児・病気・介護等による休職・退職等の理由により勤務が中断した

場合に限り、最長３年間（行政機関等への人事異動の場合は、次問参照。）更新を保留す

ることが認められます。ただし、保留期間中は、専門薬剤師・認定薬剤師を呼称すること

はできません。 

保留をする場合は、本来の認定期間満了年度の更新申請受付期間ではなく、実際に更新

申請する際に、中断期間、中断した理由、勤務が中断したことにより満たすことができな

かった項目、所属長による証明などを記載した説明文書（書式自由）を添付して下さい。

認定審査委員会で、保留の可否について個別に審査いたします。 

 

また、更新審査においては更新条件を満たした期間が認定期間開始日から通算して５年

間必要となります。ただし、「認定期間中継続して、日本病院薬剤師会の会員であるこ

と。ただし、別記１に定める団体のいずれかの会員であればこれを満たす。」について

は、いずれも認定期間開始日から更新申請日までの全期間満たしている必要があります。 

なお、保留期間を含め、認定期間満了後３年間以内に更新申請し認定を受けられなかっ

た場合は認定を喪失しますので、ご留意下さい。 

 

例：令和５年９月３０日に認定期間が満了し、令和８年度までに更新の認定を受けられ

なかった場合は資格を喪失します。各年度の更新申請については、認定薬剤師は６月に、



専門薬剤師は１２月に案内を行いますので、申請期間等について十分ご留意下さい。 

 

＜ 質問３４ ＞ 

 専門薬剤師・認定薬剤師の更新において、専門薬剤師・認定薬剤師を取得後、保健所

への異動があり専門的業務に従事できなかった期間が３年間あります。現在は県立病院

において専門的業務に従事していますが、更新時の取り扱いはどのようになるでしょう

か。 

 

【 回答 】行政機関や専門的業務を行うことが出来ない他の医療機関への人事異動等によ

り中断した期間を除いて、専門的業務に従事した期間が５年間を満たす場合に、認定審査

委員会で個別に審査いたします。ただし、更新の保留期間は最長５年間です。また保留期

間中は、専門薬剤師・認定薬剤師を呼称することはできません。 

更新申請する際に、中断期間、中断した理由、中断により満たすことができなかった項

目などを記載した説明文書（書式自由）と辞令文書等を添付して下さい。なお、本来の認

定期間満了年度の更新申請受付期間に提出が必要な書類はありません。 

 

また、更新審査においては更新条件を満たした期間が認定期間開始日から通算して５年

間必要となります。ただし、資質の担保を継続的に行うために、更新に必要な条件のうち

「（１）認定期間中継続して、日本病院薬剤師会の会員であること。ただし、別記１に定

める団体のいずれかの会員であればこれを満たす。」については、いずれも認定期間開始

日から更新申請日までの全期間満たしている必要があります。 

 

例：認定薬剤師を取得後、行政機関への異動による勤務中断が３年間ある場合には、認

定薬剤師を取得してから８年間経過後より更新申請が可能ということです。 

 

なお、保留期間を含め、認定期間満了後５年間以内に更新申請し認定を受けられなかっ

た場合は認定を喪失しますので、ご留意下さい。 

 

例：令和５年９月３０日に認定期間が満了し、令和１０年度までに更新の認定を受けら

れなかった場合は資格を喪失します。各年度の更新申請については、認定薬剤師は６月

に、専門薬剤師は１２月に案内を行いますので、申請期間等について十分ご留意下さい。 


